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○　

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）　

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　

正　
　

案

現　

行

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
二
十
一
条　

地
方
独
立
行
政
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
定
款
で
定
め
る
も

第
二
十
一
条　

地
方
独
立
行
政
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
定
款
で
定
め
る
も

の
を
行
う
。

の
を
行
う
。

一　

（
略
）

一　

（
略
）

二　

大
学
又
は
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
大
学
等
」
と

二　

大
学
又
は
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
及
び
管
理
を
行
う
こ
と
並
び
に
当

い
う
。
）
の
設
置
及
び
管
理
を
行
う
こ
と
並
び
に
次
に
掲
げ
る
出
資
又
は
援
助
を

該
大
学
又
は
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
の
成
果
の

行
う
こ
と
。

活
用
を
促
進
す
る
事
業
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
実
施
す
る
者
に
対
し
、

出
資
を
行
う
こ
と
。

イ　

当
該
大
学
等
を
設
置
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
か
ら
委
託
を
受
け
て
、
当
該

（
新
設
）

地
方
独
立
行
政
法
人
が
保
有
す
る
教
育
研
究
に
係
る
施
設
、
設
備
又
は
知
的
基

盤
（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る
知
的
基
盤
を
い
う
。

）
の
管
理
及
び
当
該
施
設
、
設
備
又
は
知
的
基
盤
の
他
の
大
学
、
研
究
機
関
そ

の
他
の
者
に
よ
る
利
用
の
促
進
に
係
る
事
業
を
実
施
す
る
者
に
対
し
て
行
う
出

資
ロ　

当
該
大
学
等
に
お
け
る
研
究
の
成
果
を
活
用
す
る
事
業
（
当
該
大
学
等
に
お

（
新
設
）

け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
の
成
果
の
提
供
を
受
け
て
商
品
を
開
発
し
、
若
し
く

は
生
産
し
、
又
は
役
務
を
開
発
し
、
若
し
く
は
提
供
す
る
事
業
を
除
く
。
）
で

あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
実
施
す
る
者
に
対
し
て
行
う
出
資

（
別
添
２
）
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ハ　

当
該
大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
の
成
果
の
活
用
を
促
進
す
る
事

（
新
設
） 

業
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
実
施
す
る
者
に
対
し
て
行
う
出
資
（
ニ
に

 

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ニ　

産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
二
十
一
条
の

（
新
設
） 

規
定
に
よ
る
出
資
並
び
に
人
的
及
び
技
術
的
援
助

三
～
七　

（
略
）

三
～
七　

（
略
）
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○　

産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
七
条
関
係
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　

正　
　

案

現　
　
　
　
　

行

 
 

（
定
義
）

（
定
義
）

 
 

第
二
条　

（
略
）

第
二
条　

（
略
）

２
～
８　

（
略
）

２
～
８　

（
略
）

９　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
」
と
は
、
国
立
大
学
法
人

９　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
」
と
は
、
国
立
大
学
法
人

法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人

等
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定

、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
法

す
る
国
立
大
学
法
人
等
を
い
う
。
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
技
術

（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法

に
関
す
る
研
究
成
果
を
、
そ
の
事
業
活
動
に
お
い
て
活
用
す
る
者
に
対
し
、
当
該
事

人
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
「
国
立
大
学
法
人
等
」
と
い
う
。
）

業
活
動
に
関
す
る
必
要
な
助
言
、
資
金
供
給
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
事
業
で
あ
っ
て

に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
を
、
そ
の
事
業
活
動
に
お
い
て
活
用
す
る
者
に

、
当
該
国
立
大
学
法
人
等
に
お
け
る
研
究
の
進
展
に
資
す
る
も
の
を
い
う
。

対
し
、
当
該
事
業
活
動
に
関
す
る
必
要
な
助
言
、
資
金
供
給
そ
の
他
の
支
援
を
行
う

事
業
で
あ
っ
て
、
当
該
国
立
大
学
法
人
等
に
お
け
る
研
究
の
進
展
に
資
す
る
も
の
を

い
う
。

～

　

（
略
）

～

　

（
略
）
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